
第８３号議案 

 

八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例設定に

ついて 

 

八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のとおり設定するもの

とする。 

 

令和元年６月１０日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

（八王子市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２３条の２ （略） 第２３条の２ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項又は第４項の場合において、前年

において支払を受けた給与で所得税法第１

９０条の規定の適用を受けたものを有する

者で市内に住所を有するものが、第１項の

申告書を提出するときは、法第３１７条の

２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則

で定めるものについては、施行規則で定め

る記載によることができる。 

 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ （略） ７ （略） 

  

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

第２３条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

第２３条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお



いて「給与所得者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払

者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

いて「給与所得者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項の給与等の支払者（以下

この条において「給与支払者」という。）

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨 

 

 ⑷ （略）  ⑶ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

第２３条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であ

つて、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者若しくは単身児童扶養者

である者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第２３条の３の３ 所得税法第２０３条の５

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条

において「公的年金等受給者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項の公的年金等

の支払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に同項

に規定する公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨 

 

 ⑷ （略）  ⑶ （略） 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出した

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書に記載した事項と異動がな

いときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第２０３条の６第

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出した

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書に記載した事項と異動がな

いときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第２０３条の５第



２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、施行規則で定めるところ

により、前項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、施行規則で定めるところ

により、前項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の６第６項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の５第５項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （市民税に係る不申告に関する過料）  （市民税に係る不申告に関する過料） 

第２３条の４ 市民税の納税義務者が第２３

条の２第１項若しくは第２項の規定により

提出すべき申告書を正当な理由がなくて提

出しなかつた場合又は同条第７項若しくは

第８項の規定により申告すべき事項につい

て正当な理由がなくて申告をしなかつた場

合には、その者を１０万円以下の過料に処

する。 

第２３条の４ 市民税の納税義務者が第２３

条の２第１項若しくは第２項の規定によつ

て提出すべき申告書を正当な理由がなくて

提出しなかつた場合又は同条第６項若しく

は第７項の規定によつて申告すべき事項に

ついて正当な理由がなくて申告をしなかつ

た場合においては、その者を１０万円以下

の過料に処する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

   附 則    附 則 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和４年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

４条の４第３項の規定に該当する場合にお

ける第２２条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

１項」とあるのは「同条第１項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」と

して、同条の規定を適用することができ

る。 

第６条 平成３０年度から平成３４年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第４条の４第３項の規定に該当する場合に

おける第２２条の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

１項」とあるのは「同条第１項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」と

して、同条の規定を適用することができ

る。 

  

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第４１条又は第４１

第７条の３の２ 平成２２年度から平成４５

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第４１条又は第４１



条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成１１年から平成１８年まで又は

平成２１年から令和３年までの各年である

場合に限る。）において、前条第１項の規

定の適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規

定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第２２条の２及び第２２条の

４の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成１１年から平成１８年まで又は

平成２１年から平成３３年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項の

規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第２２条の２及び第２２条

の４の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除する。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第２

３条の２第１項の規定による申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された第２３条の３第１項

の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。次項において同じ。）は、当該事

業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

第８条 昭和５７年度から平成３３年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第６条第４項に規定する場合において、第

２３条の２第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第２３条の３第１

項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これら

の申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。次項において同じ。）は、当該事

業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （土地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義） 

 （土地に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の固定資産税の

特例に関する用語の意義） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

  

 （令和元年度又は令和２年度における土地

の価格の特例） 

 （平成３１年度又は平成３２年度における

土地の価格の特例） 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会

的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第

１７条の２第１項に規定する修正前の価格

をいう。）を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上著

しく均衡を失すると認める場合における当

該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第４２条の規定にかかわらず、令和

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会

的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、か

つ、市長が土地の修正前の価格（法附則第

１７条の２第１項に規定する修正前の価格

をいう。）を当該年度分の固定資産税の課

税標準とすることが固定資産税の課税上著

しく均衡を失すると認める場合における当

該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第４２条の規定にかかわらず、平成



元年度分又は令和２年度分の固定資産税に

限り、当該土地の修正価格（法附則第１７

条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

３１年度分又は平成３２年度分の固定資産

税に限り、当該土地の修正価格（法附則第

１７条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平

成３１年度適用土地又は平成３１年度類似

適用土地であつて、令和２年度分の固定資

産税について前項の規定の適用を受けない

こととなるものに対して課する同年度分の

固定資産税の課税標準は、第４２条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第

１７条の２第２項に規定する修正された価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

たものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平

成３１年度適用土地又は平成３１年度類似

適用土地であつて、平成３２年度分の固定

資産税について前項の規定の適用を受けな

いこととなるものに対して課する同年度分

の固定資産税の課税標準は、第４２条の規

定にかかわらず、修正された価格（法附則

第１７条の２第２項に規定する修正された

価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

  

 （宅地等に対して課する平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から

平成３２年度までの各年度分の固定資産税

の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額

とする。 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の固定資産税の

額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の６を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は法附則第１

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は法附則第



５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額を超える場合には、同項

の規定にかかわらず、当該固定資産税額と

する。 

１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額を超える場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額

とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の２を乗じて得た額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度

分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、第１項の

規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であると

きは、前年度分の固定資産税の課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定め

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第１項の規定にか

かわらず、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格に

１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定



る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額

とする。 

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税

額とする。 

  

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する

法律（平成３０年法律第３号）附則第２２

条第１項の規定に基づき、平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資産税

については、法附則第１８条の３の規定を

適用しないこととする。 

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する

法律（平成３０年法律第３号）附則第２２

条第１項の規定に基づき、平成３０年度か

ら平成３２年度までの各年度分の固定資産

税については、法附則第１８条の３の規定

を適用しないこととする。 

  

 （農地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

 （農地に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「農地調整固定資産税

額」という。）を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額とする。 

第１３条 農地に係る平成３０年度から平成

３２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係る当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「農地調整固定資産税

額」という。）を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額とする。 

   負担水準の区分 負担調整率   負担水準の区分 負担調整率  

 （略） （略）   （略） （略）  

  

 （市街化区域農地に対して課する平成６年

度以降の各年度分の固定資産税の特例） 

 （市街化区域農地に対して課する平成６年

度以降の各年度分の固定資産税の特例） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、平成５年度に係る賦課

期日後に令附則第１４条の２第２項第２号

から第５号までに掲げる事由により新たに

市街化区域農地となつた土地（当該事由の

生じた日以後令附則第１４条の２第１項各

号に掲げる事情により新たに市街化区域農

地となつた土地を含む。）に係る固定資産

税について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

３ 前２項の規定は、平成５年度に係る賦課

期日後に令附則第１４条の２第２項第２号

から第４号までに掲げる事由により新たに

市街化区域農地となつた土地（当該事由の

生じた日以後令附則第１４条の２第１項各

号に掲げる事情により新たに市街化区域農

地となつた土地を含む。）に係る固定資産

税について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ



る字句に読み替えるものとする。 る字句に読み替えるものとする。 

   第１項中表

以外の部分 

 

平成６年度 市街化区域設定年

度（令附則第１４

条の２第２項第２

号から第５号まで

に掲げる事由の生

じた日の属する年

の翌年の１月１日

（当該事由の生じ

た日が１月１日で

ある場合には、同

日を賦課期日とす

る年度をいう。以

下この条において

同じ。） 

  第１項中表

以外の部分 

平成６年度 市街化区域設定年

度（令附則第１４

条の２第２項第２

号から第４号まで

に掲げる事由の生

じた日の属する年

の翌年の１月１日

（当該事由の生じ

た日が１月１日で

ある場合には、同

日を賦課期日とす

る年度をいう。）

以下本条において

同じ。） 

 

 平成５年度

に 

市街化区域設定年

度に 

  平成５年度

に 

市街化区域設定年

度に 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

第１５条 市街化区域農地に係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、前条の規定により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該市街化区域農地の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額（当該市

街化区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「市

街化区域農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該市街化区域

農地調整固定資産税額とする。 

第１５条 市街化区域農地に係る平成３０年

度から平成３２年度までの各年度分の固定

資産税の額は、前条の規定により算定した

当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税額が、当該市街化区域農地の当該

年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格の３分の１の額に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける市街化区域農地であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「市

街化区域農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該市街化区域

農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に係る平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の市街化区域農地調整固定資産

税額は、当該市街化区域農地調整固定資産

税額が、当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の３分の１の額に１０分の２を乗じて得

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は

法附則第１５条から第１５条の３までの規

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農

地に係る平成３０年度から平成３２年度ま

での各年度分の市街化区域農地調整固定資

産税額は、当該市街化区域農地調整固定資

産税額が、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格の３分の１の額に１０分の２を乗じて

得た額（当該市街化区域農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの



定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわ

らず、当該固定資産税額とする。 

規定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税

額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

  

 （特別土地保有税の課税の特例）  （特別土地保有税の課税の特例） 

第１７条 附則第１２条第１項から第５項ま

での規定の適用がある宅地等（附則第１１

条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用がある宅地等を除く。）に対し

て課する平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の特別土地保有税については、

第１０５条第１号及び第１０８条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の

固定資産税に係る附則第１２条第１項から

第５項までに規定する課税標準となるべき

額」とする。 

第１７条 附則第１２条第１項から第５項ま

での規定の適用がある宅地等（附則第１１

条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、

法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用がある宅地等を除く。）に対し

て課する平成３０年度から平成３２年度ま

での各年度分の特別土地保有税について

は、第１０５条第１号及び第１０８条の５

中「当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格」とあるのは、「当該年度分

の固定資産税に係る附則第１２条第１項か

ら第５項までに規定する課税標準となるべ

き額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅

地評価土地の取得のうち平成１８年１月１

日から令和３年３月３１日までの間にされ

たものに対して課する特別土地保有税につ

いては、第１０５条第２号中「不動産取得

税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準と

なるべき価格をいう。）に２分の１を乗じ

て得た額」とし、「令第５４条の３８第１

項に規定する価格」とあるのは「令第５４

条の３８第１項に規定する価格（法附則第

１１条の５第１項の規定の適用がないもの

とした場合における価格をいう。）に２分

の１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅

地評価土地の取得のうち平成１８年１月１

日から平成３３年３月３１日までの間にさ

れたものに対して課する特別土地保有税に

ついては、第１０５条第２号中「不動産取

得税の課税標準となるべき価格」とあるの

は「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適

用がないものとした場合における課税標準

となるべき価格をいう。）に２分の１を乗

じて得た額」とし、「令第５４条の３８第

１項に規定する価格」とあるのは「令第５

４条の３８第１項に規定する価格（法附則

第１１条の５第１項の規定の適用がないも

のとした場合における価格をいう。）に２

分の１を乗じて得た額」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

 （軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第１７条の３ 法第４５１条第１項第１号

（同条第４項において準用する場合を含

む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家

用のものに限る。以下この条において同

じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動

車の取得が令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までの間（附則第１７条の７

第３項において「特定期間」という。）に

 



行われたときに限り、第６０条第１項の規

定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

  

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第１７条の３の２ （略） 第１７条の３ （略） 

２ 都知事は、当分の間、前項の規定により

行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条

第１項（同条第２項において準用する場合

を含む。）又は法第４５１条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の適用を受け

る三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定

等（法附則第２９条の９第３項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項におい

て同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

 

３ 都知事は、当分の間、第１項の規定によ

り賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割

につき、その納付すべき額について不足額

があることを附則第１７条の５の規定によ

り読み替えられた第６０条の７第１項の納

期限（納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限）後において知つた場合

において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りそ

の他不正の手段（当該申請をした者に当該

申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正の手段を含む。）に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるもので

あるときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽

自動車について法附則第２９条の１１の規

定によりその例によることとされた法第１

６１条第１項に規定する申告書を提出すべ

き当該三輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、軽自動車税の環境性能割に関する規

定を適用する。 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の１０の

割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。 

 

  

 （軽自動車税の環境性能割の非課税及び減  （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 



免の特例） 

第１７条の４ 当分の間、軽自動車税の環境

性能割において法第４４５条第２項の規定

の適用を受けるべき軽自動車は、第６０条

の３の規定にかかわらず、都が法第１４８

条第２項の規定により条例で定める自動車

に相当するものとして市長が定める三輪以

上の軽自動車とする。 

第１７条の４ 

２ 市長は、当分の間、第６０条の９の規定

にかかわらず、都知事が自動車税の環境性

能割を減免する自動車に相当するものとし

て市長が定める三輪以上の軽自動車に対し

ては、都における自動車税の環境性能割の

減免の例により、軽自動車税の環境性能割

を減免する。 

  市長は、当分の間、第６０条の９の規定

にかかわらず、都知事が自動車税の環境性

能割を減免する自動車に相当するものとし

て市長が定める三輪以上の軽自動車に対し

ては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

  

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１７条の７ （略） 第１７条の７ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗

用のものに対する第６０条の５（第２号に

係る部分に限る。）及び前項の規定の適用

については、当該軽自動車の取得が特定期

間に行われたときに限り、これらの規定中

「１００分の２」とあるのは、「１００分

の１」とする。 

 

  

 （軽自動車税の種別割の税率の特例）  （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第６

２条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成３１年４月１日から令和２年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第６

２条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には平成３０年度分の軽自動車税

に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１

日から平成３１年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成３１

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

    3,900 円 1,000 円   第２号ア 3,900 円 1,000 円  

  6,900 円 1,800 円   6,900 円 1,800 円  

 10,800 円 2,700 円   10,800 円 2,700 円  

  3,800 円 1,000 円   3,800 円 1,000 円  

 5,000 円 1,300 円   5,000 円 1,300 円  

  ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを



するガソリン軽自動車（以下この項及び次

項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）のうち三輪以上のものに対する第６

２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和２年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

以下この項及び次項において同じ。）に対

する第６２条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の軽

自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０

年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成３１年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

    3,900 円 2,000 円   第２号ア 3,900 円 2,000 円  

  6,900 円 3,500 円   6,900 円 3,500 円  

 10,800 円 5,400 円   10,800 円 5,400 円  

  3,800 円 1,900 円   3,800 円 1,900 円  

 5,000 円 2,500 円   5,000 円 2,500 円  

  ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第６２条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が平成３

１年４月１日から令和２年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３

１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

    3,900 円 3,000 円   第２号ア 3,900 円 3,000 円  

 ａ 6,900 円 5,200 円   6,900 円 5,200 円  

 10,800 円 8,100 円   10,800 円 8,100 円  

  3,800 円 2,900 円   3,800 円 2,900 円  

 5,000 円 3,800 円   5,000 円 3,800 円  

    

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１８条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第４項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするも

第１８条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第３０条の２第１項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとす



のとする。 る。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第６３条

第２項の納期限（納期限の延長があつたと

きは、その延長された納期限）後において

知つた場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を受

けたことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したことに

よるものであるときは、当該申請をした者

又はその一般承継人を賦課期日現在におけ

る当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の

所有者とみなして、軽自動車税の種別割に

関する規定（第６６条及び第６７条の規定

を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額につ

いて不足額があることを第６３条第２項の

納期限（納期限の延長があつたときは、そ

の延長された納期限）後において知つた場

合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）

により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通

大臣の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又はその

一般承継人を賦課期日現在における当該不

足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税に関する規定（第６

６条及び第６７条の規定を除く。）を適用

する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額

に、これに１００分の１０の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

 ４ 第２項の規定の適用がある場合における

第１０条の規定の適用については、同条中

「納期限（」とあるのは、「納期限（附則

第１８条の２第２項の規定の適用がないも

のとした場合の当該三輪以上の軽自動車の

所有者についての軽自動車税の納期限と

し、当該」とする。 

  

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第１９条の２ 昭和６３年度から令和２年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租

税特別措置法第３１条第１項に規定する土

地等をいう。以下この条において同じ。）

の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所

得を除く。次項において同じ。）に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する市民税

第１９条の２ 昭和６３年度から平成３２年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等

（租税特別措置法第３１条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。）をした場合に

おいて、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）に

該当するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する市



の所得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額と

する。 

民税の所得割の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の

２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３

２年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等の譲渡をした場合において、当該譲渡が

確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第３４条の

２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかつたものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

  

 （個人の市民税の税率の特例等）  （個人の市民税の税率の特例等） 

第２３条 平成２６年度から令和５年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、均等割

の税率は、第１８条第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する額に５００円を加算

した額とする。 

第２３条 平成２６年度から平成３５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、均等

割の税率は、第１８条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する額に５００円を加

算した額とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

  
 （八王子市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第２条 八王子市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （個人の市民税の非課税の範囲）  （個人の市民税の非課税の範囲） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあつては、第３６条の２の規定により課

する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という。）を除く。）を課さない。た

だし、法の施行地に住所を有しない者につ

いては、この限りでない。 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては、市民税（第２号に該当する者

にあつては、第３６条の２の規定により課

する所得割（以下「分離課税に係る所得

割」という。）を除く。）を課さない。た

だし、法の施行地に住所を有しない者につ

いては、この限りでない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単

身児童扶養者（これらの者の前年の合計

所得金額が１３５万円を超える場合を除

く。） 

 ⑵ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（こ

れらの者の前年の合計所得金額が１３５

万円を超える場合を除く。） 



２ （略） ２ （略） 

  

 （軽自動車税の種別割の税率の特例）  （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第６２条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

  

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１８条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第５項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

第１８条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第４項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２７年八王子

市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

 （市たばこ税に関する経過措置）  （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 次の各号に掲げる期間内に、平成２８年

旧法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市

たばこ税の税率は、八王子市市税賦課徴収

条例第７５条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、平成２８年

旧法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市

たばこ税の税率は、八王子市市税賦課徴収

条例第７５条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 



 ⑶ 平成３０年４月１日から令和元年９月

３０日まで １，０００本につき４，０

００円 

 ⑶ 平成３０年４月１日から平成３１年９

月３０日まで １，０００本につき４，

０００円 

３～１２ （略） ３～１２ （略） 

１３ 令和元年１０月１日前に平成２８年新

法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費

等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売

販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５２条第１２項

の規定により製造たばこの製造者として当

該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販

売業者等として当該紙巻たばこ三級品（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には

市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域

内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接

管理する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り渡し

たものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準

は、当該売り渡したものとみなされる紙巻

たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき１，６９２

円とする。 

１３ 平成３１年１０月１日前に平成２８年

新法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小

売販売業者がある場合において、これらの

者が所得税法等改正法附則第５２条第１２

項の規定により製造たばこの製造者として

当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課さ

れることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該紙巻たばこ三級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合

には市の区域内に所在する貯蔵場所、これ

らの者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を

直接管理する営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標

準は、当該売り渡したものとみなされる紙

巻たばこ三級品の本数とし、当該市たばこ

税の税率は、１，０００本につき１，６９

２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項

の規定により市たばこ税を課する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。 

   第５項 前項 第１３項   第５項 前項 第１３項  

  附則第２０

条第４項 

附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項 

   附則第２０

条第４項 

附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項 

 

  平成２８年

５月２日 

令和元年１０月３１日    平成２８年

５月２日 

平成３１年１０月３１

日 

 

 第６項 平成２８年

９月３０日 

令和２年３月３１日   第６項 平成２８年

９月３０日 

平成３２年３月３１日  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

    

 
 （八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２９年八王子



市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （種別割の税率）  （種別割の税率） 

第６２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、１台について

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第６２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、１台について

それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車  ⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車 

  ア 軽自動車   ア 軽自動車 

    二輪のもの（側車付のものを含

む。） 年額 ３，６００円 

    二輪のもの（側車付のものを含

む。） 年額 ３，６００円 

    三輪のもの 年額 ３，９００円     三輪のもの 年額 ３，９００円 

    四輪以上のもの     四輪以上のもの 

    ａ 乗用のもの     ａ 乗用のもの 

       営業用 年額 ６，９００円       営業用 年額 ６，９００円 

       自家用 年額 １０，８００ 

      円 

      自家用 年額 １０，８００円 

    ｂ 貨物用のもの     ｂ 貨物用のもの 

       営業用 年額 ３，８００円       営業用 年額 ３，８００円 

       自家用 年額 ５，０００円       自家用 年額 ５，０００円 

  イ 小型特殊自動車   イ 小型特殊自動車 

    農耕作業用のもの 年額 ２，４

００円 

    農耕作業用のもの 年額 ２，４

００円 

    その他のもの 年額 ５，９００ 

    円 

    その他のもの 年額 ５，９００ 

    円 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

  

   附 則    附 則 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１７条の７ 営業用の三輪以上の軽自動車

に対する第６０条の５の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１７条の７ 営業用の三輪以上の軽自動車

に対する第６０条の５の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

   第１号 １００分の１ １００分の０．５   第１号 １００分の１ １００分の０．５  

 第２号 １００分の２ １００分の１   第２号 １００分の２ １００分の１  

 第３号 １００分の３ １００分の２   第３号 １００分の３ １００分の２  

  ２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第

６０条の５（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、当分の間、同号

中「１００分の３」とあるのは、「１００

分の２」とする。 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第

６０条の５（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、同号中「１００

分の３」とあるのは、「１００分の２」と

する。 

  

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日か

ら施行する。ただし、第１条中附則第６条

の改正規定及び附則第７条の３の２の改正

第１条 この条例は、平成３１年１０月１日

から施行する。ただし、第１条中附則第６

条の改正規定及び附則第７条の３の２の改



規定並びに次条第１項の規定は、平成３０

年１月１日から、第１条中附則第１８条の

改正規定（同条第２項から第４項までを削

る部分に限る。）は、平成３１年４月１日

から施行する。 

正規定並びに次条第１項の規定は、平成３

０年１月１日から、第１条中附則第１８条

の改正規定（同条第２項から第４項までを

削る部分に限る。）は、平成３１年４月１

日から施行する。 

  

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 新条例第２２条の３及び第２２条の３の

２の規定は、令和元年１０月１日（以下

「施行日」という。）以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始

する連結事業年度分の法人の市民税につい

て適用し、同日前に開始した事業年度分の

法人の市民税及び同日前に開始した連結事

業年度分の法人の市民税については、なお

従前の例による。 

２ 新条例第２２条の３及び第２２条の３の

２の規定は、平成３１年１０月１日（以下

「施行日」という。）以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始

する連結事業年度分の法人の市民税につい

て適用し、同日前に開始した事業年度分の

法人の市民税及び同日前に開始した連結事

業年度分の法人の市民税については、なお

従前の例による。 

  

 （軽自動車税に関する経過措置）  （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、令和２年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和元

年度分までの軽自動車税については、なお 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関

する部分は、平成３２年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、平成

３１年度分までの軽自動車税については、 

 従前の例による。  なお従前の例による。 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２９年八王子市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 新条例第１９条及び附則第５条の３の規

定は、令和元年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成３０年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例

による。 

２ 新条例第１９条及び附則第５条の３の規

定は、平成３１年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の

例による。 

  

 
（八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成３０年八王子

市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 



 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付） 

第３４条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項、第１９項、第２２項及び第２

３項の規定による申告書（第１０項、第１

１項及び第１３項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第４

項、第１９項及び第２３項の申告納付にあ

つてはそれぞれこれらの規定による納期限

までに、同条第２２項の申告納付にあつて

は遅滞なく市長に提出し、及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第３項の

規定により提出があつたものとみなされる

申告書に係る税金を施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければな

らない。 

第３４条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項、第１９項、第２２項及び第２

３項の規定による申告書（第１０項及び第

１１項において「納税申告書」という。）

を、同条第１項、第２項、第４項、第１９

項及び第２３項の申告納付にあつてはそれ

ぞれこれらの規定による納期限までに、同

条第２２項の申告納付にあつては遅滞なく

市長に提出し、及びその申告に係る税金又

は同条第１項後段及び第３項の規定により

提出があつたものとみなされる申告書に係

る税金を施行規則第２２号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する

特定法人である内国法人は、第１項の規定

により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次

項及び第１２項において「申告書記載事

項」という。）を、法第７６２条第１号に

規定する地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１

２項において「機構」という。）を経由し

て行う方法により市長に提供することによ

り、行わなければならない。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する

特定法人である内国法人は、第１項の規定

により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次

項において「申告書記載事項」という。）

を、法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、か

つ、地方税共同機構（第１２項において

「機構」という。）を経由して行う方法そ

の他施行規則で定める方法により市長に提

供することにより、行わなければならな

い。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告

については、申告書記載事項が記載された

納税申告書により行われたものとみなし

て、この条例又はこれに基づく規則の規定

を適用する。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告

については、申告書記載事項が記載された

納税申告書により行われたものとみなし

て、この条例又はこれに基づく規則の規定

を適用する。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の

申告は、申告書記載事項が法第７６２条第

１号の機構の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。）に備えられたファイルへ

の記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の

申告は、法第７６２条第１号の機構の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時

に同項に規定する市長に到達したものとみ

なす。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線

の故障、災害その他の理由により地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用すること

が困難であると認められる場合で、かつ、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提

出することができると認められる場合にお

いて、同項の規定を適用しないで納税申告

 



書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に

行う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第７５条の４第

２項の申請書を同項に規定する納税地の所

轄税務署長に提出した第１０項の内国法人

が、当該税務署長の承認を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、市長

に提出した場合における当該税務署長が指

定する期間内に行う同項の申告について

も、同様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国

法人は、同項前段の規定の適用を受けるこ

とが必要となつた事情、同項前段の規定に

よる指定を受けようとする期間その他施行

規則で定める事項を記載した申請書に施行

規則で定める書類を添付して、当該期間の

開始の日の１５日前までに、これを市長に

提出しなければならない。 

 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内

国法人は、第１０項の申告につき第１３項

の規定の適用を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他施行規則で定める

事項を記載した届出書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第５

１項の処分又は前項の届出書の提出があつ

たときは、これらの処分又は届出書の提出

があつた日の翌日以後の第１３項前段の期

間内に行う第１０項の申告については、第

１３項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段

の承認を受けたときは、この限りでない。 

 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、第１５項の届出書の提

出又は法人税法第７５条の４第３項若しく

は第６項（同法第８１条の２４の３第２項

において準用する場合を含む。）の処分が

あつたときは、これらの届出書の提出又は

処分があつた日の翌日以後の第１３項後段

の期間内に行う第１０項の申告について

は、第１３項後段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに同

項後段の書類を提出したときは、この限り

でない。 

 

  



   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、公布の日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 第２条中第７４条第３項の改正規定 

令和元年１０月１日 

 ⑷ 第２条中第７４条第３項の改正規定 

平成３１年１０月１日 

 ⑸ 第１条中第１１条第１項及び第３項並

びに第３４条第１項の改正規定並びに同

条に８項を加える改正規定並びに次条第

３項の規定 令和２年４月１日 

 ⑸ 第１条中第１１条第１項及び第３項並

びに第３４条第１項の改正規定並びに同

条に３項を加える改正規定並びに次条第

３項の規定 平成３２年４月１日 

 ⑹ 第３条並びに附則第８条及び第９条の

規定 令和２年１０月１日 

 ⑹ 第３条並びに附則第８条及び第９条の

規定 平成３２年１０月１日 

 ⑺ 第１条中第１２条第１項第２号の改正

規定、同条第２項の改正規定（第２号に

掲げる改正規定を除く。）並びに第２２

条及び第２２条の４の改正規定並びに附

則第５条の３の改正規定並びに次条第２

項の規定 令和３年１月１日 

 ⑺ 第１条中第１２条第１項第２号の改正

規定、同条第２項の改正規定（第２号に

掲げる改正規定を除く。）並びに第２２

条及び第２２条の４の改正規定並びに附

則第５条の３の改正規定並びに次条第２

項の規定 平成３３年１月１日 

 ⑻ 第４条並びに附則第１０条及び第１１

条の規定 令和３年１０月１日 

 ⑻ 第４条並びに附則第１０条及び第１１

条の規定 平成３３年１０月１日 

 ⑼ 第５条の規定 令和４年１０月１日  ⑼ 第５条の規定 平成３４年１０月１日 

 ⑽ （略）  ⑽ （略） 

  

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正

後の八王子市市税賦課徴収条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和元年度以

後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正

後の八王子市市税賦課徴収条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、平成３１年度

以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の

八王子市市税賦課徴収条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和３年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令

和２年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の

八王子市市税賦課徴収条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、平成３３年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、

平成３２年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の八王子市市

税賦課徴収条例（次条において「新条例」

という。）第１１条第１項及び第３項並び

に第３４条第１０項から第１７項までの規

定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税

及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民

税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の八王子市市

税賦課徴収条例（次条において「新条例」

という。）第１１条第１項及び第３項並び

に第３４条第１０項から第１２項までの規

定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税

及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民

税については、なお従前の例による。 

  



 （固定資産税に関する経過措置）  （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 新条例附則第１０条の２第６項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される改正法第１条の規定による改正後の

地方税法（以下この条において「新法」と

いう。）附則第１５条第３２項第１号ハに

規定する設備に対して課する令和元年度以

後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

４ 新条例附則第１０条の２第６項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される改正法第１条の規定による改正後の

地方税法（以下この条において「新法」と

いう。）附則第１５条第３２項第１号ハに

規定する設備に対して課する平成３１年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

５ 新条例附則第１０条の２第７項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第１号ニ

に規定する設備に対して課する令和元年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

５ 新条例附則第１０条の２第７項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第１号ニ

に規定する設備に対して課する平成３１年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

６ 新条例附則第１０条の２第８項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第１号ホ

に規定する設備に対して課する令和元年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

６ 新条例附則第１０条の２第８項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第１号ホ

に規定する設備に対して課する平成３１年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

７ 新条例附則第１０条の２第９項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第２号イ

に規定する設備に対して課する令和元年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

７ 新条例附則第１０条の２第９項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第２号イ

に規定する設備に対して課する平成３１年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

８ 新条例附則第１０条の２第１０項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第２号ロ

に規定する設備に対して課する令和元年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

８ 新条例附則第１０条の２第１０項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第２号ロ

に規定する設備に対して課する平成３１年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

９ 新条例附則第１０条の２第１１項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第３号イ

に規定する設備に対して課する令和元年度

以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

９ 新条例附則第１０条の２第１１項の規定

は、平成３０年４月１日以後に新たに取得

される新法附則第１５条第３２項第３号イ

に規定する設備に対して課する平成３１年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

１０ 新条例附則第１０条の２第１２項の規

定は、平成３０年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３２項第３号

ロに規定する設備に対して課する令和元年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

１０ 新条例附則第１０条の２第１２項の規

定は、平成３０年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３２項第３号

ロに規定する設備に対して課する平成３１

年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

１１ 新条例附則第１０条の２第１３項の規

定は、平成３０年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３２項第３号

１１ 新条例附則第１０条の２第１３項の規

定は、平成３０年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３２項第３号



ハに規定する設備に対して課する令和元年

度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

ハに規定する設備に対して課する平成３１

年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

  

 （手持品課税に係る市たばこ税に関する経

過措置） 

 （手持品課税に係る市たばこ税に関する経

過措置） 

第７条 平成３０年１０月１日から令和元年

９月３０日までの間における前条第４項の

規定の適用については、同項の表第１０条

第３号の項中「第６０条の７第１項の申告

書、第７８条第１項」とあるのは、「第７

８条第１項」とする。 

第７条 平成３０年１０月１日から平成３１

年９月３０日までの間における前条第４項

の規定の適用については、同項の表第１０

条第３号の項中「第６０条の７第１項の申

告書、第７８条第１項」とあるのは、「第

７８条第１項」とする。 

  

 （手持品課税に係る市たばこ税）  （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 令和２年１０月１日前に売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所

持する卸売販売業者等又は小売販売業者が

ある場合において、これらの者が所得税法

等改正法附則第５１条第９項の規定により

製造たばこの製造者として当該製造たばこ

を同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等として当

該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該製造た

ばこを直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる製造たばこの本数とし、当該市たばこ

税の税率は、１，０００本につき４３０円

とする。 

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等

が行われた製造たばこを同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税

法等改正法附則第５１条第９項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該製造たば

こを同日にこれらの者の製造たばこの製造

場から移出したものとみなして同項の規定

によりたばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等として当

該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該製造た

ばこを直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たばこ税

を課する。この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる製造たばこの本数とし、当該市たばこ

税の税率は、１，０００本につき４３０円

とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

地方税法施行規則の一部を改正する省令

（平成３０年総務省令第２５号。附則第１

１条第２項において「平成３０年改正規

則」という。）別記第２号様式による申告

書を令和２年１１月２日までに市長に提出

しなければならない。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

地方税法施行規則の一部を改正する省令

（平成３０年総務省令第２５号。附則第１

１条第２項において「平成３０年改正規

則」という。）別記第２号様式による申告

書を平成３２年１１月２日までに市長に提

出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者

は、令和３年３月３１日までに、その申告

に係る税金を施行規則第３４号の２の５様

式による納付書によって納付しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者

は、平成３３年３月３１日までに、その申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５

様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 



  

 （手持品課税に係る市たばこ税）  （手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 令和３年１０月１日前に売渡し等

が行われた製造たばこを同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税

法等改正法附則第５１条第１１項の規定に

より製造たばこの製造者として当該製造た

ばこを同日にこれらの者の製造たばこの製

造場から移出したものとみなして同項の規

定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として

当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在する

貯蔵場所、これらの者が小売販売業者であ

る場合には市の区域内に所在する当該製造

たばこを直接管理する営業所において所持

されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ

税を課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、当該市たば

こ税の税率は、１，０００本につき４３０

円とする。 

第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し

等が行われた製造たばこを同日に販売のた

め所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得

税法等改正法附則第５１条第１１項の規定

により製造たばこの製造者として当該製造

たばこを同日にこれらの者の製造たばこの

製造場から移出したものとみなして同項の

規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売販売

業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者で

ある場合には市の区域内に所在する当該製

造たばこを直接管理する営業所において所

持されるものに限る。）を同日に小売販売

業者に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる製造たばこの本数とし、当該市た

ばこ税の税率は、１，０００本につき４３

０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

平成３０年改正規則別記第２号様式による

申告書を令和３年１１月１日までに市長に

提出しなければならない。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

平成３０年改正規則別記第２号様式による

申告書を平成３３年１１月１日までに市長

に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者

は、令和４年３月３１日までに、その申告

に係る税金を施行規則第３４号の２の５様

式による納付書によって納付しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者

は、平成３４年３月３１日までに、その申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５

様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

 
 （八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 八王子市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成３１年八王子

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１

条の規定による改正後の八王子市市税賦課

徴収条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、令和元

年度以後の年度分の個人の市民税について

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１

条の規定による改正後の八王子市市税賦課

徴収条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、平成３

１年度以後の年度分の個人の市民税につい



適用し、平成３０年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

て適用し、平成３０年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

  

 （固定資産税に関する経過措置）  （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和元年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、平成３０年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成３１年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、平成３０年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例

による。 

  

 （軽自動車税に関する経過措置）  （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する

部分は、令和元年度分の軽自動車税につい

て適用し、平成３０年度分までの軽自動車

税については、なお従前の例による。 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する

部分は、平成３１年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成３０年度分までの軽自動

車税については、なお従前の例による。 

  

 
附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条（附則第１４条の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。）及

び附則第５条の規定 令和元年１０月１日 

⑵ 第１条中第２３条の２中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５

項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定並びに第２３条の３の

２、第２３条の３の３及び第２３条の４の改正規定並びに附則第２条の規定 

令和２年１月１日 

⑶ 第２条中第１２条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第６条の規定 令和３

年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条

例（次項及び第３項において「２年新条例」という。）第２３条の２第５項の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の

市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提

出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提

出する場合については、なお従前の例による。 



２ ２年新条例第２３条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき八王子市市

税賦課徴収条例第２３条の２第１項に規定する給与について提出する２年新条

例第２３条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ ２年新条例第２３条の３の３第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規

定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成

３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第

３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるもの

を除く。）について提出する２年新条例第２３条の３の３第１項に規定する申

告書について適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条

例第１２条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 第１条の規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条例の規定中固定資

産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による改

正後の八王子市市税賦課徴収条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規

定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に

ついて適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第６条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の八王子市市税賦課徴収条

例の規定は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 


